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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
ロ
外
相
会
談
に
お
け
る
領
土
交
渉
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

今
後
の
外
交
交
渉
を
行
う
上
で
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
外
務
省
と
し
て
、
他
国
と
の
外
相
会
談
に
当
た
り

我
が
方
内
部
で
行
っ
た
準
備
作
業
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
十
分
な
準
備
が
行
わ
れ
た
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
会
談
に
は
、
日
本
側
よ
り
高
村
正
彦
外
務
大
臣
、
齋
藤
泰
雄
ロ
シ
ア
連
邦
駐
箚
特
命
全
権
大
使
、
小
松
一
郎
外

務
省
国
際
法
局
長
、
原
田
親
仁
外
務
省
欧
州
局
長
、
片
上
慶
一
外
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
、
武
藤
顕
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア

課
長
及
び
そ
の
他
の
外
務
省
職
員
が
、
ロ
シ
ア
側
よ
り
ラ
ヴ
ロ
フ
外
務
大
臣
、
ベ
ー
ル
ィ
駐
日
ロ
シ
ア
連
邦
大
使
、
ロ
シ
ュ

コ
フ
外
務
次
官
及
び
そ
の
他
の
同
国
外
務
省
職
員
が
出
席
し
た
。

三
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土

で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府

一



と
交
渉
し
て
き
て
い
る
。
平
成
十
三
年
三
月
に
「
平
和
条
約
問
題
に
関
す
る
交
渉
の
今
後
の
継
続
に
関
す
る
日
本
国
総
理
大

臣
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
」
が
発
出
さ
れ
た
後
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府

と
の
間
で
交
渉
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
十
五
年
一
月
に
採
択
さ
れ
た
「
日
露
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
幅
広
い
分
野
で
我

が
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
関
係
の
進
展
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
戦
後
六
十
二
年
を
経
て
こ
れ

ま
で
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
会
談
は
、
約
一
時
間
に
わ
た
り
国
際
情
勢
に
つ
い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
夕
食
会
を
含
め
約
二
時
間
三
十
分

間
行
わ
れ
た
。
高
村
正
彦
外
務
大
臣
と
ラ
ヴ
ロ
フ
外
務
大
臣
は
、
シ
ド
ニ
ー
に
お
け
る
日
露
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
日
本
国

と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
具
体
的
な
進
展
が
得
ら
れ
る
よ
う
両
首
脳
が
指
示
を

出
す
こ
と
で
一
致
し
た
こ
と
を
受
け
、
約
一
時
間
に
わ
た
り
平
和
条
約
の
締
結
に
関
し
真
剣
な
交
渉
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、

日
露
関
係
を
よ
り
高
い
次
元
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
努
力
を
行
う
と
と
も
に
、
領
土
問
題
の
最
終
的
解
決
に
向
け
、
こ
れ
ま

で
の
諸
合
意
及
び
諸
文
書
に
基
づ
き
、
日
露
双
方
に
受
入
れ
可
能
な
解
決
策
を
真
剣
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
ラ
ヴ
ロ
フ
外
務
大
臣
の
訪
日
に
お
い
て
、
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
同
外

二



務
大
臣
に
よ
る
表
敬
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
政
府
と
し
て
、
我
が
国
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
諸
外
国
の
外
相
に
よ
る
表
敬
を
設

定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
要
素
を
勘
案
し
て
適
切
に
判
断
し
て
い
る
。

三


